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１１   背背景景とと 目目的的   

木も れびの森は、 首都圏に おい て 、 良好な 自然環境を 有する 緑地と し て 近郊緑地

特別保全地区（ ※） の指定を 受け 保全さ れて おり 、 本市で は、 平成８ 年度に 策定し

た 「 さ が みはら  みど り の基本計画」 に おいて 、 こ の 森を 市域におけ る 『 みど り の

拠点』 に位置付け て いる と こ ろ です。  

  こ う し た 中で 、 将来に わ た り 、 こ の 森の自然環境を 良好に 保全する と と も に 、 よ

り 有効に 活用する た め、 平成１ １ 年度に 森の現況特性や自然的・ 社会的条件等に係

る 基礎調査を 実施し ま し た 。 さ ら に、 平成１ ２ 年度か ら ２ か 年に わた り 、 市民、 土

地所有者、 専門家な ど で 構成する 「 木も れびの 森保全・ 活用計画検討会議」 を 設置

し 、 基礎調査の結果を 基にし て 森の抱え る 課題について 、 整理・ 検討し て い た だい

て 平成１ ４ 年３ 月に 木も れびの 森の保全・ 活用の在り 方等につい て 提言を 受け ま し

た 。 こ れを 踏ま え 、 今後の木も れびの森の 保全と 活用の 基本的な 考え 方と 施策の方

向を 示すた め、 平成１ ５ 年３ 月に本計画を 策定し ま し た 。  

そ の 後、 平成１ ７ 年度か ら 平成１ ８ 年度にかけ て の 旧津久井町、 旧相模湖町、 旧

城山町、 旧藤野町と の合併を 経て 、 平成２ １ 年度に 「 さ が みはら  みど り の 基本計

画」 を 見直し 、 新た に「 相模原市水と みど り の 基本計画」 を 策定し ま し た 。 同計画

は、 平成２ ７ 年３ 月に中間見直し を 行いま し た が、 木も れびの森の『 みど り の拠点』

と し て の 位置付け は継承し て い ま す。 さ ら に、 平成２ ２ 年３ 月に策定し た 「 相模原

市景観計画」 で は、 木も れびの森を 「 みど り の景観拠点」 に位置付け て いま す。  

平成２ ５ 年１ ０ 月に は、 約２ ０ ． １ ヘク タ ールの 県有地が 本市へ無償譲渡さ れ、

市有地及び本市が 土地所有者と の 使用貸借契約に基づいて 管理し て い る 土地と 合わ

せる と 、 森全体の 約９ 割を 本市が 一体的に 管理し 、 有効的に活用する こ と が で き る

よ う にな っ た こ と な ど か ら 、 平成２ ７ 年３ 月に 「 木も れびの森保全・ 活用計画」 を

改訂し ま し た 。  

木も れびの森の現況と し て は、 令和元年度以降に 発生し た 大規模な ナラ 枯れ被害

や樹木の 高木化・ 老木化が進行し た こ と に よ り 、 森林の健全性が損な われて き て い

ま す。 ま た 、 近年の 大型台風や豪雨な ど の 影響か ら 、 倒木・ 落枝のリ ス ク が さ ら に

高ま り 、 市民の安全確保が大き な 課題と な っ て いま す。  

こ の よ う な 状況か ら 、 市街地に 残さ れた 貴重な 平地林であ る 木も れびの 森を 、 市

民が 安心し て 利用で き る 森と し て 次世代へと つな い で い く た め 、 木も れびの 森保

全・ 活用計画」 の所要の見直し を 行いま す。  
 

※ 首都圏近郊緑地保全法第５ 条の規定に基づき 、近郊緑地保全区域のう ち 首都及びそ

の 周辺の 地域の住民の 健全な 心身の 保持及び増進又はこ れら の 地域に おけ る 公害

若し く は災害の防止の効果が著し い緑地と し て 指定さ れた 区域 
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２２   現現状状とと 課課題題   

( 1)  森の植生に係る 現状と 課題 

ア  現状 

木も れびの 森は、 か つて ク ヌ ギ 、 コ ナラ 等の樹木を 定期的に伐採し 、 薪や炭

と し て 利用する な ど 、 いわゆ る 里山の雑木林と し て の管理がさ れて いま し た が、

都市化の 進展やエ ネ ルギ ー源の 転換等に よ り 薪炭林と し て の 利用が 行わ れな

く な り ま し た 。 そ の結果、 樹木の高木化や常緑樹化が進み、 森内が暗く な っ た

こ と な ど によ る 様々な 影響が出て いま す。  

( ア )  動植物の生態系への影響 

希少動植物を 含む多様な 動植物が確認さ れて いる 木も れびの森は、広域 

的に見て 、近隣緑地と の生態系ネ ッ ト ワ ーク の拠点と し て 重要な 緑地です

が、明る い環境で 生育し て いた 植物が減少する な ど 生態系機能の低下が見

ら れま す。  

( イ )  雑木林の景観への影響 

常緑樹の増加や樹木の高木化、 下草の繁茂、 ナラ 枯れ被害によ る 未立木

地の 増加等に よ っ て 、 か つて の 雑木林と し て の 景観が 損わ れつつあ り ま

す。  

( ウ )  隣接住宅地の生活環境への影響 

日照や防犯上の 問題な ど に よ る 隣接住宅地の 生活環境への 影響が 懸念

さ れて いま す。  

 

イ  課題 

木も れびの森が薪炭林と し て 利用さ れな く な り 、 人の手が入ら な く な っ て か

ら 久し いた め、 枯損木の増加等、 樹木の高齢化やナラ 枯れ被害に伴う 様々な 課

題に直面し て いま す。  

今後は長期的な 視点に立ち 、 市民が安全に安心し て 利用でき る 森を 基本と し 、

森の植生を よ り 適正に回復し つつ、 保全・ 再生を 一体的に推進する 、 計画的な

樹林管理を 適切に行う 必要があ り ま す。  

ま た 、 隣接住宅地等への影響や生態系機能の低下を 防ぎ 、 生態系ネ ッ ト ワ ー

ク の拠点であ る 木も れびの森の生物多様性を 保全する と と も に、 歴史的価値を

有する 雑木林の原風景の保全を 図る 必要があ り ま す。  

 

( 2)  森の利用に係る 現状と 課題 

ア  現状 
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( ア )  林床の裸地化の進行 

木も れびの森は、「 相模原中央緑地（ 都市公園法によ る 都市緑地）」 等の

一部の区域を 除いて 、 原則と し て 開放し て いま せん が、 散策の場や生活道

と し て 無秩序に利用さ れて いま す。 そ の結果、 林床の裸地化が進行し て お

り 、 林床植物の減少な ど がみら れま す。  

( イ )  花壇や駐車場等の目的と は異な る 利用 

森の一部では、 花壇や畑、 駐車場等の緑地の保全管理上や景観上好ま し

く な い、 目的と は異な る 利用がみら れま す。  

( ウ )  車両通行によ る 影響 

森内の道路は、道幅が狭い上、ス ピ ード を 出し て 走行する 車が多いた め、

散策者の安全性の確保や、ま た 車の排気ガス 等によ る 植生への影響が懸念

さ れて いま す。  

 

イ  課題 

森の利用について は、 散策路や面的利用区域の位置付け 、 利用ルールの明確

化、 車両通行に対する 基本的な 考え 方の整理な ど 、 保全を 基本と し た 森の利用

方針を 設定し 、 周知徹底を 図る 必要があ り ま す。  

  

３３  基基本本方方針針   

  本計画におけ る 基本方針は、 以下のと おり と し ま す。  

( 1)  森の保全・ 活用に関する 基本方針 

ア  目標植生の設定（ 目標と する 森の姿を 定めま す。）  

イ  森の適正な 樹林管理（ 森の適正管理を 図り ま す。）  

ウ  森の適正利用（ 森の利用の適正化と 有効活用を 図り ま す。）  

 

( 2)  計画推進体制に関する 基本方針               

ア  管理運営体制の 整備（ 計画実施に 向け た 管理運営体制の整備を 図り ま す。）    

イ  土地所有者と の協力体制の充実（ 計画実施におけ る 土地所有者と の協力体制      

の充実を 図り ま す。）    

  

４４  施施策策のの 方方向向   

( 1)  森の保全・ 活用の方向 

ア  目標植生の設定 

適正な 森の植生を 回復し 、多様な 動植物の保全や生活空間と の共生及び雑木
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林の景観保全を 図る た めに、 あ る べき 森の将来像と し て 、 次に示す目標植生を

設定し ま す。  

表１  目標植生と 植生内容 

目標植生 植生内容 

落葉広葉樹林( コ ナラ 、 ク ヌ ギ 等)  現在の樹林を 保全・ 再生さ せた 落葉広葉樹林 

針広混交林（ コ ナラ 、 ク ヌ ギ 、 ヒ ノ キ 等） 現在の樹林を 保全・ 再生さ せた 針広混交林 

常緑広葉樹林（ シ ラ カ シ 等）  自然遷移に任せた 常緑広葉樹林 

住宅等緩衝区域 住宅等隣接地と の緩衝帯と し て の 草地や低木 

 

イ  森の適正な 樹林管理 

( ア )  目標植生に基づく 管理方針の設定 

現況植生について は、目標植生に基づき 、次のと おり 管理方針を 設定し 、

計画的な 樹林管理を 行いま す。  

な お、 民有地について は、 土地所有者と の合意形成を 図り な がら 管理を  

進めま す。  

表２  目標植生に基づく 管理方針 

現況植生 目標植生 管理方針 

・ 落葉広葉樹林 

・ 裸地化し た 林床 
落葉広葉樹林 

●既存の 落葉広葉樹を 活か し な が ら 高木の 整理や補

植を 行う こ と で、 高木・ 中木・ 低木が重な り 合う 樹

林と し て 管理し ま す。  

●植樹と 萌芽更新に よ り 伝統的な 雑木林の 再生を 図

り ま す。  

・ 針広混交林 

・ 針葉樹林 
針広混交林 

過密な 針葉樹を 間伐し 、 広葉樹を 取り 入れた 階層構 

造のあ る 針広混交林と し て 管理し ま す。  

常緑広葉樹林 常緑広葉樹林 

原則と し て 、 人の手は入れま せん が、 枯損木処理の

ほ か、 必要に応じ て 下刈り 、 除伐、 間伐な ど 、 最小限

の管理を 行いま す。  

草地等 

住宅等緩衝区

域（ 草地、 低

木）  

住宅等か ら おおむね５ ～１ ０ メ ート ルの 範囲を 草

刈り 、 伐採によ り 低木や草地と し て 管理し ま す。  
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( イ )  伐採木等の循環的利用 

樹林管理によ り 発生し た 伐採木や剪定枝等に関し て は、 可能な 限り 循

環的利用を 図る こ と によ り 、 環境負荷の軽減を 図り ま す。  

 

ウ  森の適正利用 

( ア )  利用区域の設定 

林床の裸地化の 主因と な る 森内の 無秩序な 利用を 制限する た め、 広場

な ど の「 面的利用区域」 と 散策路な ど の「 線的利用区域」 を 設定し ま す。 

a 面的利用区域 

面的利用区域について は、 林床植生に対する 負担が大き いた め、 現状

で 広場等と し て 利用し て いる「 相模原中央緑地（ 都市公園法によ る 都市

緑地）」・「 若松憩いの場（ 旧県有地）」・「 西大沼２ 丁目子ど も 森林公園（ 市

子ど も の広場設置要綱によ る 施設）」・「 慰霊塔（ 市慰霊塔設置に関する

条例によ る 施設）」 と し ま す。  

な お、 森内の適正か つ有効的な 利用を 図る に当た っ て は、 必要に応じ  

て 面的利用区域の見直し（ 都市公園法によ る 都市緑地の追加設置等） を  

検討し ま す。  

b 線的利用区域 

線的利用区域について は、 森内への無秩序な 侵入を 防ぐ た め、 現状の

踏み分け 道の利用目的、 頻度等を 考慮し な がら 設定し ま す。  

( イ )  目的と は異な る 利用の抑制 

住宅等緩衝区域に おけ る 花壇、 畑、 駐車場等の目的と は異な る 利用は、

緑地の保全管理上や景観上好ま し く な いた め排除に努めま す。  

( ウ )  車両の通行 

森内の既存道路におけ る 車両の通行に関し て は、 植生への影響や散策者 

に対する 安全性な ど を 考慮し て 、 利用制限・ 利用抑制を 検討し ま す。  

( エ )  利用ルールの周知徹底 

森の自然環境を 維持する た め に、 利用目的に 応じ た 明確な ルールを 設

定し 、 法的規制と 併せ、 広く 市民に対し て 共通認識と し て 周知徹底を 図り

ま す。  

ま た 、 木も れびの森は多く の土地所有者の 協力のも と 市街地に 残さ れ

て き た 貴重な 平地林で あ る こ と を 広く 市民に 対し て 周知し 、 適正な 利用

を 促し ま す。  



 6

( オ )  森の有効活用 

自然と ふれあ う 場と し て の 活用や苗木の植樹活動等、 市民団体・ 教育 

機関等と 連携し た 学校教育、 社会教育な ど の 環境教育等の 場や、 企業の

地域貢献活動の場と し て の利用促進を 図り ま す。  

ま た 、 樹林管理に よ り 発生する 伐採木や剪定枝等に つい て 、 学習教材 

化な ど 有効活用の手法を 検討し ま す。  

 

( 2)  計画推進体制の方向 

ア  管理運営体制の整備   

( ア )  ボ ラ ン テ ィ ア 団体や地域の自治会等と の協働 

ボ ラ ン テ ィ ア 団体や地域の自治会、森づく り に参加意欲のあ る 市民等と  

本市が協働する と と も に、 人材確保や技術向上に対する 支援を 行い、 本計

画に基づいて 、 市民参加型の維持管理を 促進し ま す。  

a 森づく り パート ナーシ ッ プ 推進事業及び街美化ア ダ プト 制度の活用 

b ボ ラ ン テ ィ ア 団体や地域の自治会等の活動情報の共有化や、 関係者を

つな ぐ 場の構築 

c 市民講座等、 ボ ラ ン テ ィ ア の技術向上や新た な ボ ラ ン テ ィ ア の 確保・

育成に資する 事業の実施 

d ボ ラ ン テ ィ ア 団体や地域の 自治会と 連携し た みど り に 関する ア ド バイ

ス や森の保全・ 活用に関する ルール等の周知徹底 

( イ )  モ ニ タ リ ン グ 調査によ る 適切な 樹林管理 

自然の回復力や遷移の方向な ど 、 森の潜在的な 可能性は、 そ の土地や場

所、 立地環境等によ っ て 様々で あ る こ と から 、 本計画で 設定し た 管理方針

に基づく 樹林管理を 行っ て いて も 、 森の状況は変化する こ と が あ り ま す。 

そ のた め、 モ ニ タ リ ン グ 調査によ る 森内環境の 検証を 行い 、 必要に応

じ て 検証結果を 日頃の保全活動に反映し 、適切な 樹林管理の推進を 図り ま

す。  

な お、 木も れびの森を 将来にわた り 保全・ 活用し て いく た め、 必要に応

じ て 本計画の見直し を 図り な がら 、適切な 樹林管理に取り 組んでいく こ と

と し ま す。  

 

 

 

 

モニ タ リ ン グ 調査の内容例 

・ 指標種調査 

・ 散策路整備によ る 林床の回復状況調査 
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イ  土地所有者と の協力体制の充実 

( ア )  土地所有者と の情報交換の充実 

土地所有者への情報提供や意見交換のた めの場の構築な ど 、 情報交換や

相互協力体制の充実を 図り ま す。  

( イ )  樹林管理におけ る 土地所有者への支援の充実 

樹林管理におけ る 土地所有者への支援を 充実する た めに、ボ ラ ン テ ィ ア

団体の活用等を 図り な がら 、 相互に協力し て 樹林管理を 推進し ま す。  

 

 


